
（裏面に続く） 

 

 

 

 今回は、法人に対する税制改正で多くの企業に影響が出るであろう項目をピックアップして、 

改正の概略を簡潔にまとめてみました。 

 

● 法 人 税  

(１)法人税率の引き下げと復興特別法人税 

①適用開始⇒平成２４年４月１日以降に開始する事業年度から適用 

②改正の概要 

（イ）法人税率の引き下げ 

 改正前 改正後 

 所得 800万円以下  所得 800万円以下 

普通法人 ３０％  ２５．５％  

中小法人等※１ ３０％ ２２％（１８％） ２５．５％ １９％（１５％） 

公益法人等 ２２％ （１８％） １９％ （１５％） 

上記括弧書き内は、措置法による減額税率となり、こちらの税率を実際の適用税率となる。 

※１ 中小法人には、一般社団法人等及び人格のない社団等が含まれる 

⇒ この結果、地方税も含めた実効税率が５ポイント引き下がる。 

 

（ロ）復興特別法人税 

 上記の法人税率から算出した法人税額（基準法人税額）に、１０％を乗じた税額を平成２７年

までの３年度内に徴収される。 

 

（２）欠損金の繰越控除制度 

（イ）控除限度額の制限 

 ①適用開始⇒平成２４年４月１日以降に開始する事業年度から適用 

②改正の概要⇒事業年度終了の時において、以下のいずれかに該当しない法人は、欠損金の控

除限度額が控除前の所得金額の８０％とされた。⇒所得金額の２０％は少なく

とも課税される事になります。 

Ｅｘ．中小法人で課税所得金額が１千万円の場合 

 ① ８００万円×  １５％ ＝ １２０万円 

 ②  １千万円－ ８００万円＝ ２００万円 

   ２００万円× ２５．５％＝  ５１万円 

 ③ １２０万円＋  ５１万円＝ １７１万円（法人税） 

 ④ １７１万円×  １０% ＝ １７.１万円（復興特別法人税） 

 ⑤   ③  ＋   ④  ＝１８８.１万円（納付税額） 
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経営者の為の法人税・消費税改正の重要ポイント 

 



イ．普通法人のうち、資本金又は出資金が１億円以下のもの 

（資本金等が５億円以上の法人等によって完全に支配されている場合等を除く） 

ロ．公益法人等または協同組合 

ハ．人格のない社団等 

 

（ロ）欠損金繰越期間の延長 

①適用開始⇒平成２０年４月１日以降に終了する事業年度に生じた欠損金から適用 

②改正の概要 

（イ）改正前⇒欠損金の繰越期間 ７年間 

（ロ）改正後⇒欠損金の繰越期間 ９年間 

この改正に伴い、平成２０年４月１日以降に終了する事業年度に欠損金が生じた時は、帳簿

の保存期間も同様に９年間保存しなければならない事になりました。 

 

● 消 費 税  

免税事業者の判定 

①適用開始⇒平成 25年１月１日以降開始する年分（個人）又は事業年度（法人）から適用 

②改正の概要 

（イ）改正前⇒基準期間（前々年又は前々事業年度）の課税売上高が 1千万円以下である場合 

には免税事業者となり消費税を納める義務がない（免税事業者）。 

 

（ロ）改正後⇒改正前の判定により免税事業者とされたとしても、次の期間（特定期間）の課税売上

高及び所得税法に規定する給与等の支払額（未払のものを除く）がそれぞれ 1 千万

円を超える場合には、免税事業者の適用を受けることができない。 

個人⇒その前年１月１日から６月３０日までの期間 

法人⇒その事業年度の前事業年度（７ヶ月以下の場合を除く） 

開始の日から６ヶ月までの期間。 

 

 

 

その他、課税期間の課税売上高が５億円を超える場合には、９５％ルール（全額の仕入れ税額控除）

が適用できなくなり、必ず個別対応方式又は一括比例配分方式を選択する事になります。 

（適用開始⇒平成２４年４月１日以降開始する課税期間から適用） 

当事業年度（当年度） 前事業年度（前年度） 基準期間 

課税売上高１千万円以下 

（改正前の判定） 

 

開始の日以後６ヶ月の期間 

※この期間の課税売上高及び給与の支払額が 

１千万円を超えると課税事業者となる（改正後の判定） 


